
給 ２ － １ ３ ２

令和３年１２月２４日

人事院事務総局給与局長

「昇格及び昇給への人事評価の結果の活用に関する留意事項等につ

いて」の一部改正について（通知）

「昇格及び昇給への人事評価の結果の活用に関する留意事項等について（平成

２１年３月３１日給２―３５）」の一部を下記のとおり改正したので、令和４年

１０月１日以降は、これによってください。

なお、昇格させようとする日以前の直近の連続した２回の能力評価及び４回の

業績評価の全体評語に人事院規則１―２―４（人事院規則１―２（用語の定義）

の一部を改正する人事院規則）による改正後の人事院規則１―２（用語の定義）

第３４号から第３９号までに規定する全体評語がある職員に対する給実甲第１２

９１号（給実甲第１２９０号（給実甲第３２６号の一部改正について）の施行に

伴う経過措置について）の規定により読み替えられた給実甲第１２９０号（給実

甲第３２６号の一部改正について）による改正前の給実甲第３２６号（人事院規

則９―８（初任給、昇格、昇給等の基準）の運用について）第２０条関係第３項

及び第５項の規定の適用に当たっては、この通知による改正前の「昇格及び昇給

への人事評価の結果の活用に関する留意事項等について」別紙１の１に掲げる留

意事項等に準じて同条関係第３項及び第５項に掲げる要件を満たす職員と認めら

れるかを判定してください。



記

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分（以下「傍線部分」

という。）でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、こ

れを削り、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる

規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲

げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないも

のは、これを加える。

改 正 後 改 正 前

別紙１ 別紙１

昇格制度に係る留意事項等につい 昇格制度に係る留意事項等につい

て て

（削る） １ 直近の連続した２回の能力評価

及び４回の業績評価の全体評語を

総合的に勘案して発揮した能力の

程度及び役割を果たした程度が通

常のものを超えるものと認められ

る場合等について

人事院規則９―８（初任給、昇

格、昇給等の基準）（以下「規則

」という。）第２０条第２項第３

号ロに規定する全体評語について

は、成績主義に則した運用の統一

性を確保するため、以下の取扱い

によることとする（別添「参考資

料」参照）。なお、同項に規定す



る要件を満たす者の中から実際の

昇格者を決定する場合においても

、成績主義にもとることのないよ

う留意されたい。

⑴ 給実甲第３２６号（人事院規

則９―８（初任給、昇格、昇給

等の基準）の運用について）（

以下「事務総長通達」という。

）第２０条関係第３項第２号に

規定する要件としての全体評語

については、その組合せが昇格

時全体評語表により得られる次

のア又はイに掲げる全体評語の

組合せのいずれかであること。

ア 「能力評価」の欄第１号か

ら第６号までに規定する全体

評語のいずれか並びに「直近

以外の業績評価」の欄各号に

規定する全体評語のいずれか

及び「直近の業績評価」の欄

各号に規定する全体評語のい

ずれかの組合せ（「直近以外

の業績評価」の欄第２５号か

ら第２８号までに規定する全

体評語のいずれかと「直近の

業績評価」の欄第２号又は第



３号に規定する全体評語の組

合せ及び「直近以外の業績評

価」の欄第２１号から第２４

号までに規定する全体評語の

いずれかと「直近の業績評価

」の欄第３号に規定する全体

評語の組合せを除く。）

イ 「能力評価」の欄第７号か

ら第９号までに規定する全体

評語のいずれか並びに「直近

以外の業績評価」の欄第１号

から第２４号までに規定する

全体評語のいずれか及び「直

近の業績評価」の欄各号に規

定する全体評語のいずれかの

組合せ（「直近以外の業績評

価」の欄第２１号から第２４

号までに規定する全体評語の

いずれかと「直近の業績評価

」の欄第２号又は第３号に規

定する全体評語の組合せ及び

「直近以外の業績評価」の欄

第１６号から第２０号までに

規定する全体評語のいずれか

と「直近の業績評価」の欄第

３号に規定する全体評語の組



合せを除く。）

⑵ 事務総長通達第２０条関係第

５項第１号の「第３項の要件を

満たした場合に準ずると認めら

れること」とは、同号ロに掲げ

る要件を満たし、かつ、規則第

２０条第２項第３号ロに規定す

る直近の連続する２回の能力評

価及び４回の業績評価の全体評

語の組合せが、昇格時全体評語

表において、「能力評価」の欄

第７号から第９号までに規定す

る全体評語のいずれかと次のア

、イ又はウに掲げる全体評語の

組合せのいずれかとの組合せで

あること。

ア 「直近以外の業績評価」の

欄第１６号から第２０号まで

に規定する全体評語のいずれ

かと「直近の業績評価」の欄

第３号に規定する全体評語の

組合せ

イ 「直近以外の業績評価」の

欄第２１号から第２４号まで

に規定する全体評語のいずれ

かと「直近の業績評価」の欄



第２号に規定する全体評語の

組合せ

ウ 「直近以外の業績評価」の

欄第２５号から第２８号まで

に規定する全体評語のいずれ

かと「直近の業績評価」の欄

第１号に規定する全体評語の

組合せ

⑶ 事務総長通達第２０条関係第

５項第２号に規定する要件とし

ての全体評語については、その

組合せが１⑵に掲げる全体評語

の組合せのいずれかであるこ

と。

（削る） 昇格時全体評語表

能力評 直近以外の業績 直近

価 評価 の業

績評

価

一 い 一 いずれも最 一

ずれ 上位の段階 最

も最 二 二の最上位 上

上位 及び上位の段 位

の段 階 の

階 三 二の最上位 段

二 最 及び中位の段 階



上位 階 二

及び 四 最上位及び 上

上位 二の上位の段 位

の段 階 の

階 五 二の最上位 段

三 最 及び下位の段 階

上位 階 三

及び 六 最上位、上 中

中位 位及び中位の 位

の段 段階 の

階 七 いずれも上 段

四 い 位の段階 階

ずれ 八 二の最上位

も上 及び最下位の

位の 段階

段階 九 最上位、上

五 上 位及び下位の

位及 段階

び中 十 最上位及び

位の 二の中位の段

段階 階

六 最 十一 二の上位

上位 及び中位の段

（昇 階

格さ 十二 最上位、

せよ 上位及び最下



うと 位の段階

する 十三 最上位、

日の 中位及び下位

直近 の段階

の能 十四 二の上位

力評 及び下位の段

価に 階

係る 十五 上位及び

もの 二の中位の段

に限 階

る。 十六 最上位、

）及 中位及び最下

び下 位の段階

位の 十七 最上位及

段階 び二の下位の

七 い 段階

ずれ 十八 二の上位

も中 及び最下位の

位の 段階

段階 十九 上位、中

八 上 位及び下位の

位（ 段階

昇格 二十 いずれも

させ 中位の段階

よう 二十一 最上位

とす 、下位及び最



る日 下位の段階

の直 二十二 上位、

近の 中位及び最下

能力 位の段階

評価 二十三 上位及

に係 び二の下位の

るも 段階

のに 二十四 二の中

限 位及び下位の

る。 段階

）及 二十五 最上位

び下 及び二の最下

位の 位の段階

段階 二十六 上位、

九 最 下位及び最下

上位 位の段階

（昇 二十七 二の中

格さ 位及び最下位

せよ の段階

うと 二十八 中位及

する び二の下位の

日の 段階

直近

の能

力評

価に



係る

もの

に限

る。

）及

び最

下位

の段

階

備考：この表中「最上位」とあるのは人

事評価政令第６条第２項第２号に掲げ

る職員にあっては「上位」とし、同表

中「上位」とあるのは同号に掲げる職

員に係るものを除き、同項第３号に掲

げる職員については最上位の段階を除

く。また、同表中「最下位」とあるの

は同項第２号に掲げる職員にあっては

「下位」とし、同表中「下位」とある

のは同号に掲げる職員に係るものを除

き、同項第３号に掲げる職員について

は最下位の段階を除く。

１ 直近の連続した２回の能力評価 ２ 直近の連続した２回の能力評価

及び４回の業績評価の全体評語の 及び４回の業績評価の全体評語の

全部又は一部がない場合の取扱い 全部又は一部がない場合の取扱い

⑴ 直近の連続した２回の能力評 ⑴ 直近の連続した２回の能力評

価及び４回の業績評価の全体評 価及び４回の業績評価の全体評



語の全部又は一部がない職員を 語の全部又は一部がない職員を

昇格させようとするときは、人 昇格させようとするときは、規

事院規則９―８（初任給、昇格 則第２０条第３項の規定により

、昇給等の基準）（以下「規則 昇格させようとする日以前２年

」という。）第２０条第３項の 間又は同日以前２年未満の期間

規定により昇格させようとする における事務総長通達第２０条

日以前２年間又は同日以前２年 関係第７項に規定する人事評価

未満の期間における給実甲第３ の結果及び勤務成績を判定する

２６号（人事院規則９―８（初 に足りると認められる事実を総

任給、昇格、昇給等の基準）の 合的に勘案し、当該職員が規則

運用について）（以下「事務総 第２０条第２項に掲げる要件を

長通達」という。）第２０条関 満たす職員に相当するものと認

係第５項に規定する人事評価の められるかを判定するものとす

結果及び勤務成績を判定するに る。

足りると認められる事実を総合

的に勘案し、当該職員が規則第

２０条第２項に掲げる要件を満

たす職員に相当するものと認め

られるかを判定するものとす

る。

⑵ （略） ⑵ （略）

⑶ 各庁の長は、１⑵イに掲げる ⑶ 各庁の長は、２⑵イに掲げる

「業務への取組状況」の把握に 「業務への取組状況」の把握に

努めなければならないこと。 努めなければならないこと。

２ Ⅱ・Ⅲ種登用等の場合の２級上 ３ Ⅱ・Ⅲ種登用等の場合の２級上

位の職務の級への決定について 位の職務の級への決定について



今般、採用年次や採用試験の種 今般、採用年次や採用試験の種

類にとらわれない給与決定を推進 類にとらわれない給与決定を推進

する観点から、事務総長通達第２ する観点から、事務総長通達第２

０条関係第６項に規定するとおり ０条関係第８項に規定するとおり

、「Ⅱ種・Ⅲ種等採用職員の幹部 、「Ⅱ種・Ⅲ種等採用職員の幹部

職員への登用の推進に関する指針 職員への登用の推進に関する指針

（平成１１年３月１９日任企―７ （平成１１年３月１９日任企―７

３）」に基づき選抜された職員又 ３）」に基づき選抜された職員又

はこれに準ずると認められる職員 はこれに準ずると認められる職員

を選抜し育成する一環として昇任 を選抜し育成する一環として昇任

させた場合において、その者の職 させた場合において、その者の職

務がその昇任前に従事していた職 務がその昇任前に従事していた職

務が分類されていた職務の級の２ 務が分類されていた職務の級の２

級上位の職務の級に分類されるべ 級上位の職務の級に分類されるべ

きものと評価することができると きものと評価することができると

きには、各府省において２級上位 きには、各府省において２級上位

の職務の級に決定するものとして の職務の級に決定するものとして

いるところ、同項の「これに準ず いるところ、同項の「これに準ず

ると認められる職員」とは、職員 ると認められる職員」とは、職員

の選抜基準、育成方法などについ の選抜基準、育成方法などについ

て、同指針に定めるものに相当す て、同指針に定めるものに相当す

るものを各府省において定め、こ るものを各府省において定め、こ

れに基づいて選抜された職員とす れに基づいて選抜された職員とす

る。 る。

別紙２ 別紙２

昇給制度に係る留意事項等につい 昇給制度に係る留意事項等につい



て て

１・２ （略） １・２ （略）

３ 国際機関又は民間企業に派遣さ ３ 国際機関又は民間企業に派遣さ

れていた等の事情により昇給評語 れていた等の事情により昇給評語

の全部又は一部がない職員の取扱 の全部又は一部がない場合の取扱

い い

⑴ 国際機関又は民間企業に派遣 ⑴ 国際機関又は民間企業に派遣

されていた等の事情により昇給 されていた等の事情により昇給

評語の全部又は一部がない職員 評語の全部又は一部がない職員

について、事務総長通達第３７ について、事務総長通達第３７

条関係第１１項の規定により人 条関係第１１項の規定により人

事評価の結果及び勤務成績を判 事評価の結果及び勤務成績を判

定するに足りると認められる事 定するに足りると認められる事

実を総合的に勘案して昇給区分 実を総合的に勘案して昇給区分

を決定しようとするときには、 を決定しようとするときには、

必要に応じて部内の他の職員と 必要に応じて部内の他の職員と

の均衡に配慮しつつ、規則第３ の均衡に配慮しつつ、規則第３

４条に規定する評価終了日以前 ４条に規定する評価終了日以前

１年間における次に掲げる事項 １年間における次に掲げる事項

等を総合的に勘案し、規則第３ 等を総合的に勘案し、規則第３

７条第１項各号に規定する職員 ７条第１項各号に規定する職員

のいずれに該当するものと認め のいずれに該当するものと認め

られるかを判定するものとす られるかを判定するものとす

る。その際、規則第３７条第３ る。その際、規則第３７条第３

項第１号の「国際機関又は民間 項の「国際機関又は民間企業に

企業に派遣されていたこと等の 派遣されていたこと等の事情」



事情」には、国際機関又は民間 には、国際機関又は民間企業に

企業に派遣されていたことのほ 派遣されていたことのほか、例

か、例えば、国家公務員の育児 えば、国家公務員の育児休業等

休業等に関する法律第３条の規 に関する法律第３条の規定によ

定による育児休業をしていたこ る育児休業をしていたこと、休

と、休職にされていたこと、人 職にされていたこと、人事交流

事交流等により規則第１７条第 等により規則第１７条第１号か

１号から第４号まで及び第７号 ら第４号まで及び第７号に掲げ

に掲げる者であったことなどを る者であったことなどを含むも

含むものとする。なお、規則第 のとする。なお、規則第３４条

３４条に規定する評価終了日以 に規定する評価終了日以前１年

前１年間において職員としての 間において職員としての身分を

身分を保有するが全く職務に従 保有するが全く職務に従事しな

事しなかった場合等規則第３７ かった場合等規則第３７条第１

条第１項各号に規定する職員の 項各号に規定する職員のいずれ

いずれに該当するものと認めら に該当するものと認められるか

れるかを判定することができな を判定することができない職員

い職員（同日後昇給日までの間 （同日後昇給日までの間に新た

に新たに採用された職員を除 に採用された職員を除く。）に

く。）については、事務総長通 ついては、事務総長通達第３７

達第３７条関係第１１項に規定 条関係第１１項に規定する職員

する職員に該当しないことによ に該当しないことにより規則第

り規則第３７条第３項の適用が ３７条第３項の適用がないこと

ないことから昇給しない。 から昇給しない。

ア・イ （略） ア・イ （略）

⑵ （略） ⑵ （略）



４ 昇給評語を付された時において （新設）

、人事評価政令第６条第２項第１

号又は第２号に掲げる職員であっ

た職員の取扱い

昇給評語を付された時において

、人事評価政令第６条第２項第１

号又は第２号に掲げる職員であっ

た職員について、事務総長通達第

３７条関係第１１項の規定により

昇給区分を決定しようとするとき

には、規則第３４条に規定する評

価終了日以前１年間における人事

評価の結果及び勤務成績を判定す

るに足りると認められる事実を総

合的に勘案して規則第３７条第１

項各号に規定する職員のいずれに

該当するものと認められるかを判

定するものとする。この場合にお

いて、同項第１号に規定する職員

に該当するものと認められる職員

として、例えば、昇給評語がいず

れも上位の段階である職員が考え

られる。

５ Ａの昇給区分に決定された職員 （新設）

の昇給号俸数の取扱い

Ａの昇給区分に決定された職員



のうち、規則別表第７の４イに定

める上段の号俸数を適用される職

員の昇給号俸数を９号俸以上（同

表に定める下段の号俸数を適用さ

れる職員にあっては３号俸以上、

規則別表第７の４ロ又はハを適用

される職員にあっては６号俸以上

）とする場合には、具体的かつ客

観的な事実に基づくことが求めら

れることに留意する必要があるが

、例えば、事務総長通達第３７条

関係第１項第１号の規定（いわゆ

る「第１順位グループ」）に該当

し昇給評語のいずれかに「卓越し

て優秀」の段階がある勤務成績が

顕著な職員であって、かつ、極め

て負担の大きい業務又は他の職員

では果たし得ない特別な知識・経

験等を必要とする業務を遂行する

ことによって組織の業務運営に対

する貢献が顕著な職員であると認

められる場合が考えられる。

６ （略） ４ （略）

以 上


